
規

則

(

第
四
十
九
号

第
五
十
三
号)

○
福
岡
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

(

障
害
者
福
祉
課)

一

○
福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

障
害
者
福
祉
課)

一
二
一

○
福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
者
福
祉
課)

一
三
三

○
福
岡
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

河

川

課)

一
六
四

○
福
岡
県
砂
利
採
取
計
画
等
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

河

川

課)

一
七
四

福
岡
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
三
十
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号

福
岡
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

｢

法｣

と

い
う
。)

、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令

(

平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
。
以
下

｢

政
令｣

と
い
う
。

)

及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則

(

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設

及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
並
び
に
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請)

第
二
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項

(

法
第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
三
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支

援
施
設
・
指
定
相
談
支
援
事
業
所
指
定
申
請
書

(

様
式
第
一
号)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更
の
申
請)

第
三
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
の
申
請
は
、

特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支
援
施
設
変
更
指
定
申
請
書

(

様
式
第
二
号)

に

よ
る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出
等)

第
四
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
変
更
届
出
書

(

様
式

第
三
号)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
の
届
出
は
、
廃
止
・
休
止

・
再
開
届
出
書

(

様
式
第
四
号)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退)

第
五
条

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
は
、
指
定
辞
退
届
出
書

(

様
式
第
五
号)

に
よ

る
も
の
と
す
る
。

(

公
示)

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。

一

指
定
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
に
係
る
事
業
者
又
は
施
設
の
設
置
者
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の

氏
名

三

指
定
、
事
業
の
廃
止
、
指
定
の
辞
退
又
は
指
定
の
取
消
し
の
年
月
日

四

指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

五

指
定
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
事
業
所
番
号

(

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
開
始
等
の
届
出)

第
七
条

法
七
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
開

始
・
変
更
届

(

様
式
第
六
号)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
七
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
廃
止
・
休
止
届

(

…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…
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様
式
第
七
号)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定
の
申
請
等)

第
八
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

(

育
成
医
療

(

政
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す

る
育
成
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

又
は
精
神
通
院
医
療

(

政
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
精

神
通
院
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
育
成
医
療
に
係
る
申
請
に
あ

っ
て
は
自
立
支
援
医
療
費

(

育
成
医
療)

支
給
認
定
申
請
書

(

様
式
第
八
号)

に
よ
る
も
の
と
し
、

精
神
通
院
医
療
に
係
る
申
請
に
あ
っ
て
は
自
立
支
援
医
療
費

(

精
神
通
院
医
療)

支
給
認
定
申
請
書

(

様
式
第
九
号)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

省
令
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
医
師
の
意
見
書
又
は
診
断
書
は
、
自
立
支
援
医
療

(

育
成
医

療)

意
見
書

(

様
式
第
十
号)

若
し
く
は

｢

重
度
か
つ
継
続｣

に
関
す
る
意
見
書

(

追
加
用)

(

様

式
第
十
一
号)

又
は
診
断
書

(

自
立
支
援
医
療

(

精
神
通
院
医
療)

用)
(

様
式
第
十
二
号)

に
よ

る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

(

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
等
の
交
付)

第
九
条

知
事
は
、
育
成
医
療
に
係
る
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は

、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証

(

育
成
医
療)

(

様
式
第
十
三
号)

及
び
自
立
支
援
医
療

(

育
成
医
療)

自
己
負
担
上
限
額
管
理
票

(

様
式
第
十
四

号)

を
申
請
者
に
交
付
し
、
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
却
下
決
定
通
知
書

(
育
成
医
療)

(

様

式
第
十
五
号)

を
申
請
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
精
神
通
院
医
療
に
係
る
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
自
立
支
援
医
療

受
給
者
証

(

精
神
通
院
医
療)

(

様
式
第
十
六
号)

及
び
自
立
支
援
医
療

(

精
神
通
院
医
療)

自
己

負
担
上
限
額
管
理
票

(

様
式
第
十
七
号)

を
申
請
者
に
交
付
し
、
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
却

下
決
定
通
知
書

(

精
神
通
院
医
療)

(

様
式
第
十
八
号)

を
申
請
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。(

申
請
内
容
の
変
更
の
届
出)

第
十
条

政
令
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
育
成
医
療
に
係
る
届
出
に
あ
っ
て
は
自

立
支
援
医
療
受
給
者
証
等
記
載
事
項
変
更
届

(

育
成
医
療)

(

様
式
第
十
九
号)

に
よ
る
も
の
と
し

、
精
神
通
院
医
療
に
係
る
届
出
に
あ
っ
て
は
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
等
記
載
事
項
変
更
届

(

精
神

通
院
医
療)

(

様
式
第
二
十
号)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

自
立
支
援
医
療
に
係
る
書
類
の
経
由)

第
十
一
条

こ
の
規
則
に
よ
る
育
成
医
療
に
係
る
書
類
は
、
医
療
の
支
給
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
障

害
児
の
保
護
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
精
神
通
院
医
療
に
係
る
書
類
は
、
医
療
の
支
給
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害

者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
の
居
住
地
の
市
町
村
を
経
由
し
て
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
申
請
等)

第
十
二
条

法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請

者
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
を
担
当
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

と
し
て
指
定
さ
れ
た
医
療
機
関
が
、
担
当
す
る
医
療
の
種
類
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
表
の
下
欄
に
定
め
る
様
式
に
よ

り
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。
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申
請
者
の
区
分

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
区
分

様

式

病
院
又
は
診
療
所

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
二
十
一
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
二
十
二
号

薬
局

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
二
十
三
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
二
十
四
号

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
二
十
五
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
二
十
六
号

申
請
者
の
区
分

様

式

病
院
又
は
診
療
所

様
式
第
二
十
一
号

薬
局

様
式
第
二
十
三
号



(
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出)

第
十
三
条

省
令
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
者
が

行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条

省
令
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
の
申
出
は
、
育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
に

係
る
申
出
に
あ
っ
て
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

辞
退
届

(

様
式
第
三

十
三
号)

に
よ
る
も
の
と
し
、
精
神
通
院
医
療
に
係
る
申
請
に
あ
っ
て
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

辞
退
届

(

様
式
第
三
十
四
号)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

公
示)

第
十
五
条

法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。

一

指
定
に
係
る
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
、
指
定
の
辞
退
又
は
指
定
の
取
消
し
の
年
月
日

三

指
定
に
係
る
自
立
支
援
医
療
の
種
類

(

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
台
帳)

第
十
六
条

知
事
は
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
医

療
機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

下
欄
に
定
め
る
様
式
を
備
え
、
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

(

雑
則)

第
十
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

福
岡
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
廃
止)

２

福
岡
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
十
号)

は
、
廃
止
す
る

。
様
式
目
次

様
式
第
一
号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支
援
施

設
・
指
定
相
談
支
援
事
業
所
指
定
申
請
書

第
二
条

別
紙

他
の
法
律
に
お
い
て
既
に
指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
等
に

つ
い
て

第
二
条

付
表
一

居
宅
介
護
・
重
度
訪
問
介
護
・
行
動
援
護
事
業
所
等
の
指

定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
二

療
養
介
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
三

生
活
介
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
三
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載

事
項

第
二
条

付
表
四

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
五

短
期
入
所
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条
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指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

様
式
第
二
十
五
号

申
請
者
の
区
分

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
区
分

様

式

病
院
又
は
診
療
所

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
二
十
七
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
二
十
八
号

薬
局

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
二
十
九
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
三
十
号

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
三
十
一
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
三
十
二
号

医
療
機
関
の
区
分

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
区
分

様

式

病
院
又
は
診
療
所

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
三
十
五
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
三
十
六
号

薬
局

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
三
十
七
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
三
十
八
号

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

様
式
第
三
十
九
号

精
神
通
院
医
療

様
式
第
四
十
号



付
表
六

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事

項

第
二
条

付
表
七

共
同
生
活
介
護
事
業
所

(

ケ
ア
ホ
ー
ム)

・
共
同
生
活
援

助
事
業
所

(

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム)

の
指
定
に
係
る
記
載
事

項
そ
の
一
・
そ
の
二

第
二
条

付
表
七
―
二

共
同
生
活
介
護
事
業
所

(

地
域
移
行
型
ホ
ー
ム)

・
共
同

生
活
援
助
事
業
所

(

地
域
移
行
型
ホ
ー
ム)

の
指
定
に
係

る
記
載
事
項
そ
の
一
・
そ
の
二

第
二
条

付
表
七
―
三

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
・
共
同

生
活
援
助
事
業
所

(

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム)

の
指
定
に
係
る

記
載
事
項
そ
の
一
・
そ
の
二

第
二
条

付
表
八
そ
の
一

障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
八
そ
の
二

昼
間
実
施
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
入
所
支
援
に
係
る
記
載
事

項

第
二
条

付
表
八
そ
の
三

従
業
員
の
職
種
・
員
数
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
九

自
立
訓
練

(

機
能
訓
練)

事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事

項

第
二
条

付
表
九
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載

事

第
二
条

付
表
十

自
立
訓
練

(

生
活
訓
練)

事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事

項

第
二
条

付
表
十
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載

事
項

第
二
条

付
表
十
一

就
労
移
行
支
援
事
業
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
一
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載

事
項

第
二
条

付
表
十
二

就
労
継
続
支
援
事
業
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
二
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載

事
項

第
二
条

付
表
十
三

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
係
る
多
機
能
型
に
よ

る
事
業
を
実
施
す
る
場
合
の
記
載
事
項(

総
括
表)

そ
の
一

・
そ
の
二

第
二
条

付
表
十
四

指
定
相
談
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
五

介
護
給
付
費
等
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書
そ

の
一
・
そ
の
二

第
二
条

別
紙
一

介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
そ
の

一
・
そ
の
二

第
二
条

別
紙
二

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

第
二
条

別
紙
二
―
二

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

(

児
童
デ

イ
サ
ー
ビ
ス)

第
二
条

別
紙
三

視
覚
障
害
者
又
は
言
語
聴
覚
障
害
者
の
状
況

第
二
条

別
紙
四

重
度
障
害
者
の
状
況

第
二
条

別
紙
五

障
害
基
礎
年
金
受
給
の
状
況

第
二
条

別
紙
六

就
労
移
行
の
状
況

第
二
条

別
紙
七

食
事
提
供
体
制
加
算
及
び
栄
養
管
理
体
制
加
算
に
係
る
体

制

第
二
条

別
紙
八

短
期
滞
在
及
び
精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
に
係
る
体
制

第
二
条

別
紙
九

共
同
生
活
介
護
及
び
共
同
生
活
援
助
に
係
る
体
制

第
二
条

別
紙
九
付
表

共
同
生
活
介
護
及
び
共
同
生
活
援
助
に
係
る
体
制

(

大
規

模
住
居
減
算
該
当
住
居
に
つ
い
て)

第
二
条

別
紙
十

共
同
生
活
介
護
又
は
共
同
生
活
援
助
に
お
け
る
単
身
生
活

移
行
の
状
況

第
二
条

別
紙
十
一

夜
間
支
援
体
制
加
算
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
二

小
規
模
事
業
夜
間
支
援
体
制
加
算
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
三

小
規
模
事
業
加
算
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
四

目
標
工
賃
、
工
賃
実
績
報
告

第
二
条

様
式
第
二
号

特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支
援
施

設
変
更
指
定
申
請
書

第
三
条

� � � � ���������	
 ��
 ����� ��� �



様
式
第
三
号

変
更
届
出
書

第
四
条
第
一
項

様
式
第
四
号

廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書

第
四
条
第
二
項

様
式
第
五
号

指
定
辞
退
届
出
書

第
五
条

様
式
第
六
号

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
開
始
・
変
更
届

第
七
条
第
一
項

様
式
第
七
号

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
廃
止
・
休
止
届

第
七
条
第
二
項

様
式
第
八
号

自
立
支
援
医
療
費

(

育
成
医
療)

支
給
認
定
申
請
書

第
八
条
第
一
項

様
式
第
九
号

自
立
支
援
医
療
費

(

精
神
通
院
医
療)

支
給
認
定
申
請
書

第
八
条
第
一
項

様
式
第
十
号

自
立
支
援
医
療

(

育
成
医
療)

意
見
書

第
八
条
第
二
項

様
式
第
十
一
号

｢

重
度
か
つ
継
続｣

に
関
す
る
意
見
書

(

追
加
用)

第
八
条
第
二
項

様
式
第
十
二
号

診
断
書

(

自
立
支
援
医
療

(

精
神
通
院
医
療)

用)

第
八
条
第
二
項

様
式
第
十
三
号

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証

(

育
成
医
療)

第
九
条
第
一
項

様
式
第
十
四
号

自
立
支
援
医
療

(

育
成
医
療)

自
己
負
担
上
限
額
管
理
票

第
九
条
第
一
項

様
式
第
十
五
号

却
下
決
定
通
知
書

(

育
成
医
療)

第
九
条
第
一
項

様
式
第
十
六
号

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証

(

精
神
通
院
医
療)

第
九
条
第
二
項

様
式
第
十
七
号

自
立
支
援
医
療

(

精
神
通
院
医
療)

自
己
負
担
上
限
額
管

理
票

第
九
条
第
二
項

様
式
第
十
八
号

却
下
決
定
通
知
書

(

精
神
通
院
医
療)

第
九
条
第
二
項

様
式
第
十
九
号

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
等
記
載
事
項
変
更
届

(

育
成
医

療)
第
十
条

様
式
第
二
十
号

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
等
記
載
事
項
変
更
届

(

精
神
通

院
医
療)

第
十
条

様
式
第
二
十
一
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指

定

(

変
更)

申
請
書

(

病
院
又
は
診
療
所)

第
十
二
条

別
紙
一

経
歴
書

(

病
院
又
は
診
療
所
用)

第
十
二
条

別
紙
二

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
及
び
設
備
の

概
要

第
十
二
条

別
紙
三

研
究
内
容
に
関
す
る
証
明
書

第
十
二
条

別
紙
四

人
工
透
析
に
関
す
る
専
門
研
修
・
臨
床
実
績
証
明
書

第
十
二
条

別
紙
五

中
心
静
脈
栄
養
法
等
に
関
す
る
臨
床
実
績
証
明
書

第
十
二
条

様
式
第
二
十
二
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

指
定
申
請

書

(

病
院
又
は
診
療
所)

第
十
二
条

別
紙

経
歴
書

(

医
師)

第
十
二
条

様
式
第
二
十
三
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指

定

(

変
更)

申
請
書

(

薬
局)

第
十
二
条

別
紙
一

経
歴
書

(

薬
局
用)

第
十
二
条

別
紙
二

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
概
要

第
十
二
条

様
式
第
二
十
四
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

指
定
申
請

書

(

薬
局)

第
十
二
条

別
紙

経
歴
書

(

薬
剤
師)

第
十
二
条

様
式
第
二
十
五
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指

定

(

変
更)

申
請
書

(

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等)

第
十
二
条

別
紙

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
い
て
指
定
訪
問
看
護
若

し
く
は
指
定
老
人
訪
問
看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

(

介
護
保
険
法
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限

る
。)

に
従
事
す
る
職
員
の
定
数

第
十
二
条

様
式
第
二
十
六
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

指
定
申
請

書

(

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等)

第
十
二
条

別
紙

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
い
て
指
定
訪
問
看
護
若

し
く
は
指
定
老
人
訪
問
看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

(

介
護
保
険
法
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限

る
。)

に
従
事
す
る
職
員
の
定
数

第
十
二
条

様
式
第
二
十
七
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指

定
変
更
届
出
書

(

病
院
又
は
診
療
所)

第
十
三
条

別
紙
一

経
歴
書

(

病
院
又
は
診
療
所
用)

第
十
三
条

別
紙
二

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
及
び
設
備
の

概
要

第
十
三
条

別
紙
三

研
究
内
容
に
関
す
る
証
明
書

第
十
三
条

別
紙
四

人
工
透
析
に
関
す
る
専
門
研
修
・
臨
床
実
績
証
明
書

第
十
三
条
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別
紙
五

中
心
静
脈
栄
養
法
等
に
関
す
る
臨
床
実
績
証
明
書

第
十
三
条

様
式
第
二
十
八
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

指
定
変
更

届
出
書

(

病
院
又
は
診
療
所)

第
十
三
条

別
紙

経
歴
書

(

医
師)

第
十
三
条

様
式
第
二
十
九
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指

定
変
更
届
出
書

(

薬
局)

第
十
三
条

別
紙
一

経
歴
書

(

薬
局
用)

第
十
三
条

別
紙
二

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
概
要

第
十
三
条

様
式
第
三
十
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

指
定
変
更

届
出
書

(

薬
局)

第
十
三
条

別
紙

経
歴
書

(

薬
剤
師)

第
十
三
条

様
式
第
三
十
一
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(
育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指

定
変
更
届
出
書

(

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等)

第
十
三
条

別
紙

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
い
て
指
定
訪
問
看
護
若

し
く
は
指
定
老
人
訪
問
看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

(

介
護
保
険
法
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限

る
。)

に
従
事
す
る
職
員
の
定
数

第
十
三
条

様
式
第
三
十
二
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

指
定
変
更

届
出
書

(

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等)
第
十
三
条

別
紙

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
い
て
指
定
訪
問
看
護
若

し
く
は
指
定
老
人
訪
問
看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

(

介
護
保
険
法
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限

る
。)

に
従
事
す
る
職
員
の
定
数

第
十
三
条

様
式
第
三
十
三
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

辞

退
届

第
十
四
条

様
式
第
三
十
四
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

辞
退
届

第
十
四
条

様
式
第
三
十
五
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

台

帳

(

病
院
又
は
診
療
所)

第
十
六
条

様
式
第
三
十
六
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

台
帳

[

病

院
又
は
診
療
所]

第
十
六
条

様
式
第
三
十
七
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

台

帳

(

薬
局)

第
十
六
条

様
式
第
三
十
八
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

台
帳

[

薬

局]

第
十
六
条

様
式
第
三
十
九
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

台

帳

(

訪
問
看
護)

第
十
六
条

様
式
第
四
十
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

台
帳

[

訪

問
看
護]

第
十
六
条
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様式第１号 (第２条関係)
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付表１ 居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業所の指定に係る記載事項
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付表２ 療養介護事業所の指定に係る記載事項
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付表３ 生活介護事業所の指定に係る記載事項
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付表３－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項
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付表４ 児童デイサービス事業所の指定に係る記載事項
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付表５ 短期入所事業所の指定に係る記載事項
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付表６ 重度障害者等包括支援事業所の指定に係る記載事項
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付表７ 共同生活介護事業所 (ケアホーム) ・ 共同生活援助事業所 (グループホーム)
の指定に係る記載事項 その１
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付表７ その２
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付表７－２ 共同生活介護事業所 (地域移行型ホーム) ・ 共同生活援助事業所 (地域移行型ホーム)
の指定に係る記載事項 その１
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付表７－２ その２



���������	
�������������������������������� �!"

�#�#�$%&'()*+�,�-$.

��������	
��������

�������������� !��	
"#$%�&'()*+,-+.&/�012345678�9�:0����

�����������������

	

	 
��

����������������

����������� !��"#$�

%

���

&'�()*+,-./
01��2

3�45 6789
:;2

<=

>?@A�BCDE1FG'
HD

FGBC1IJ�KL

A�'H1MN

�����������������

)*OP@ Q�K

6789

RSTUVWXYZ[(\]^_ !���`'���a����
[b��A��c"#d^]/"#@e

��������	
�������������������������������� !"#�$%&'()*+,-./012 �����3�45

fgh��

2ij

F;k;l mn��

K��L

op��

q��r;q��s;q���tu��1vB(w]^xy^z/x{�|p}~D��r�D

�
�
/
�
�
2


��

)
*
@

���/�I
������
D

�����������������

:�2
Q�K

6789

	
���������
��
����
�����

�����

�������

=�@1�I��e
3�45)*OP@

<=

�n%

�� <= ��

��A��

���1�N%e�%�

=�@e

b����1%e�%�

���1"#x�e

b��%�

�b��%�

��

�10��E�/�s

�10

��������	 �������

q�@��1vB�  d^]/���d^]�]

¡p¢£

 !
�"#�$%�&'()*+,-
.�/
01��23*�45
6789+,:;<�=>
?�@ABC�DE�������-
FGHI
JKLMNOPQRSTUPVW
89�XYZ
[�\]^_`abYcd*���eaef*gh`�ij�����
klmnopHPq
��:rs
tuvwxyzS"{|}$~�������S���|{Q�
�������LDE�|{Q�

���������d`
�������������x�2�x���
B$S��� {¡
¢l
?+,£¤*¥/�*�

K�L

¤¥¦§¨©

¤¥ª«¦§¨©

K�L ��¬§«K

� � � � ���������	
 ��
 ����� ��� �	

付表７－３ 経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所 ・ 共同生活援助事業所 (グループホーム)
の指定に係る記載事項 その１
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付表７－３ その２
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付表８ その１ 障害者支援施設の指定に係る記載事項
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付表８ その２ 昼間実施サービス及び施設入所支援に係る記載事項
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付表８ その３ 従業員の職種・員数に係る記載事項
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付表９ 自立訓練 (機能訓練) 事業所の指定に係る記載事項
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付表９－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項
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付表10 自立訓練 (生活訓練) 事業所の指定に係る記載事項
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付表10－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項
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付表11 就労移行支援事業の指定に係る記載事項
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付表11－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項
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付表12 就労継続支援事業の指定に係る記載事項
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付表12－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項
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別紙１ その２
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性別

屋内 屋外

1 内蔵 ( ）

b）左 ㎝

（重さ） g

職　業　等

４ フ ッ ト レ ス ト 拳 上 式

１ 背 も た れ 傾 斜 角 度 調 節

1 普 通 型 2 ア シ ス ト 式

車
体

寸法 １ メ ー カ ー 標 準

３ ア ー ム レ ス ト 着 脱

６ 手 押 し 走 行

b ） シ ー ト 高

住　　　所

ニッカド

５ 車体の折りたたみ

２ 背 も た れ 着 脱

3　切替式

７ 補 助 ブ レ ー キ

車いすの移乗

電動車電動車電動車電動車いすいすいすいす処方箋処方箋処方箋処方箋
年齢生年月日 M.T.S.H氏　　　名

移動式

調節式

b）指定 b）指定

b）指定（現物で指定）

２ ス イ ッ チ

備　　考

a）メーカー標準

制
御
・
ジ
ョ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク

４　レバーの抵抗c）他

付　属　品

速 度

バッテリー

a）右１ 位 置

１ 上 肢 ４ そ の 他

a）メーカー標準

c ） そ の 他

操作源

８ そ の 他

a ） シ ー ト 幅

種類

4.5㎞/h　･　6.0㎞/h

車 名
3 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式 4 電動ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式 5　電動リフト式

処
方

２　指定

a）メーカー標準

適合判定

３　レバーの長さ

５　レバーの形

医師名医師名医師名医師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印印印印

３ 音 声

ニッケル水素　

医    学    的    所    見

主な使用場所 体重

自立 一部介助    全介助
障  害  名

屋内外

医療機関･診療科目

処方年月日　　　　　年　　　月　　　日　

1 シートベルト　2 テーブル　3 クッション(多層･ゲル･バルブ･特殊空気）
4 フローテーションパッド　5 スポークカバー　6 その他

２　外付け

6  杖立  7  転倒防止装置  8 クライマーセット　9 フロントサブホイール
10 トーキングエイド搭載台  11 酸素ボンベ固定装置  12 人工呼吸器搭載台
13 栄養パック取付架  14 点滴ポール
15 滑り止めハンドリム　16  泥よけ　17 クッションキャスター　18 エアーキャスター

b）指定

a）メーカー標準

２ 頭 部（　　　　）

固定式

様式第２号 (その８)
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様式第３号 (その１) (第４条関係)



様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
削
除

様
式
第
十
七
号
及
び
様
式
第
十
八
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
三
十
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
一
号

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
を
削
る
。

第
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
支
給
申
請
等)

第
十
八
条
の
三

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
規
則
第
二
十
五
条
の
十
九
に
規
定
す
る
申
請
は
、

(

障
害
児
施
設
給
付
費

特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費)

支
給
申
請
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額

・
免
除
等
申
請
書

(

様
式
第
十
五
号
の
五)

又
は

(

障
害
児
施
設
給
付
費

障
害
児
施
設
医
療
費)

支
給
変
更
申
請
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
変
更
申
請
書

(

様
式
第
十
五
号
の
六)
を
児
童

相
談
所
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

児
童
相
談
所
長
は
、
法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
支

給
を
決
定
し
た
と
き
は
支
給
決
定
通
知
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
決
定
通
知
書

(

様
式
第

十
五
号
の
七)

又
は
支
給
変
更
決
定
通
知
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
変
更
決
定
通
知
書

(

様
式
第
十
八
号
の
八)

を
、
申
請
の
却
下
を
決
定
し
た
と
き
は
却
下
決
定
通
知
書

(

様
式
第
十
五
号

の
九)

を
障
害
児
の
保
護
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

児
童
相
談
所
長
は
、
障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
支
給
を
決
定
し
た
と
き
は
、
障
害
児
の
保
護
者
に

対
し
、
法
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
障
害
児
施
設
受
給
者
証

(

様
式
第
十
五
号
の

十)

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

児
童
相
談
所
長
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
十
に
規
定
す
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
を
利
用
す
る

当
該
障
害
児
に
つ
い
て
障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
支
給
を
決
定
し
た
と
き
は
、
当
該
障
害
児
の
保
護

者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
障
害
児
施
設
受
給
者
証
に
加
え
て
、
障
害
児
施
設
医
療
受
給
者
証

(

様
式
第
十
五
号
の
十
一)

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５

規
則
第
二
十
五
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
施
設
給
付
費
等
支
給
決
定
の
取
消
し
の

通
知
は
、
支
給
決
定
取
消
通
知
書

(

様
式
第
十
五
号
の
十
二)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６

施
設
給
付
決
定
を
受
け
た
障
害
児
の
保
護
者
は
、
障
害
児
施
設
受
給
者
証
又
は
障
害
児
施
設
医
療

受
給
者
証
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
申
請
内
容
変
更
届
出
書

(

様
式
第
十
五
号
の
十
三)

を
児
童
相
談
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

７

障
害
児
施
設
受
給
者
証
又
は
障
害
児
施
設
医
療
受
給
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
の

再
交
付
の
申
請
は
、
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書

(

様
式
第
十
五
号
の
十
四)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
申
請)

第
十
八
条
の
四

法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
の
申
請
は
、
高

額
障
害
児
施
設
給
付
費
支
給
申
請
書

(

様
式
第
十
五
号
の
十
五)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
支
給
の
要
否
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
を
高
額
障
害
児

施
設
給
付
費
支
給

(

不
支
給)

決
定
通
知
書

(

様
式
第
十
五
号
の
十
六)

に
よ
り
障
害
児
の
保
護
者

に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
指
定)

第
十
八
条
の
五

法
第
二
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
障
害
児
施
設
支
援
指
定
申
請

書

(

様
式
第
十
五
号
の
十
七)

に
、
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
四
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
変
更
届
出
書

(

様
式
第
十
五
号
の
十
八)

に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
は
、
指
定
辞
退
届
出
書

(

様
式
十
五
号
の
十

九)
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中

｢

国
立
療
養
所｣

を

｢

医
療
機
関｣

に
改
め
る
。

別
表
を
削
る
。

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
10号

削
除

様
式
第
十
一
号
の
二
及
び
様
式
第
十
一
号
の
三
を
削
る
。
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様
式
第
十
四
号
か
ら
様
式
第
十
五
号
の
二
ま
で
中

｢福
祉
事
務
所
長
｣

を

｢保
健
福
祉
環
境
事
務
所

長
｣

に
、

｢
(異
議
申
立
先
を
記
入
)｣

を

｢福
岡
県
知
事
｣

に
、

｢異
議
申
立
て
を
｣

を

｢審
査
請

求
を
｣

に
、

｢
(訴
え
の
提
訴
先
を
記
入
)
を
被
告
と
し
て
｣

を

｢福
岡
県
を
被
告
と
し
て
(代
表
者

は
福
岡
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡
)｣

に
、｢異

議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
｣

を

｢審
査
請
求
に
対
す
る
裁

決
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号
の
四
の
次
に
次
の
十
五
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ���������	
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（障害児施設給付費 特定入所障害児食費等給付費）支給申請書兼 

利用者負担額減額・免除等申請書 

      児童相談所長 殿  
 
次のとおり申請します。               

申請年月日     年  月  日 

フリガナ  

氏  名 
              生年月日    年  月  日 

申

請

者 
居 住 地 

〒                 

 

電話番号 

フリガナ  
生年月日    年  月  日 

支給申請に係る 

障 害 児 氏 名 

 

続  柄  
身体障害者 
手帳番号 

 
 

療育手帳 
番  号 

 
精神障害者保健
福 祉 手 帳 番 号  

被保険者証の 
記号及び番号＊  保険者名及び番号＊  

* 障害児施設医療費支給対象施設（第１種自閉症児施設、肢体不自由児施設（入所部・通所部）、肢体不自由児通園
施設、重症心身障害児施設、指定医療機関（肢体不自由児・重症心身障害児））の利用を申請する場合、支給申請に
係る障害児の加入する医療保険について記入すること 

障害福祉サービス 

(居宅サービス) 

利用中のサービスの種類と内容等 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況 

指定施設支援 

（施設サービス） 

利用中の施設名等 

申請する支援の種類・申請に係る具体的内容 

□知 的 障 害 児 施 設 □第１種自閉症児施設 □第２種自閉症児施設 

□知的障害児通園施設 □盲 児 施 設 □ろ う あ 児 施 設 

□難聴幼児通園施設 

 

□肢体不自由児施設 

(入所部・通所部) 

□肢体不自由児療護施設 

 

種 

類 

□肢体不自由児通園施設 □重症心身障害児施設 

 

□指 定 医 療 機 関 

（肢体不自由児・重症心身障害児） 

 
 
 
 
 
 

申
請
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
等 

障
害
児
施
設
給
付
費 

具
体
的
内
容 

 

 

様式第15号の５ (第18条の３関係)
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 いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請すること。  
（注１) 平成 19 年度税制改正により所得割額が 16 万円(予定)に変更されます。 

(注２) 対象施設は、障害児施設給付費の対象となる入所施設（通所施設は除く） 

(注３) 対象施設は、障害児施設給付費及び障害児施設医療費の対象となる入所施設（通所施設は除く） 

申請書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入） 

フリガナ  

氏  名                    

申 請 者 

との関係 

 

住  所 

〒 

                   

電話番号 

 

 

□ Ⅰ 負担上限月額に関する認定（下記Ⅱの軽減措置適用前） 
下記の区分の適用を申請します。 
（あてはまるものに○をつける。いずれにも当てはまらない場合は空欄とすること。） 

１．生活保護受給世帯 
２．市町村民税非課税世帯に属する者であって、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合計
額が８０万円以下のもの 
３．市町村民税非課税世帯に属する者であって、２以外のもの 

□  Ⅱ 障害児施設等軽減に関する認定 
   下記のいずれにもあてはまるため、障害児施設等軽減を申請します。             
 １．在宅において生活する者又は 20 歳未満の施設入所者 
 ２．市町村民税非課税世帯に属する者、又は市町村民税課税世帯のうち世帯の市町村民税所得割額 
  の合計額が 10 万円(注１)未満の者 

    ３．申請者（障害児の保護者又は障害者）及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者が一定の不
動産（親族等が現に居住する不動産を除く。）等以外の資産を有さないこと。 

    ４．申請者（障害児の保護者又は障害者）及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の預貯金等
の額が次の額以下の者 

     ア 申請者の属する世帯が単身世帯であるもの・・・・・500 万円  
     イ 申請者の属する世帯が２人以上の世帯であるもの・・1,000 万円 

□ Ⅲ 個別減免・医療型個別減免に関する認定 

下記の１、２のいずれかにあてはまるため、個別減免・医療型個別減免を申請します。 

１．施設を利用する方が 20 歳以上の場合（下記項目を満たすこと） 
(1) 施設入所者(注２)若しくは医療型施設入所者（注３）で
あること（年令  歳）   

(2) 市町村民税非課税世帯の者      
(3) 一定の資産を有していないこと 
  ア．預貯金等の額が 500 万円以下であること 
  イ．不動産を所有していない（親族等が現に居住する不動

産を除く） 

２．施設を利用する方が 20 歳未満の場合 
(1)  医療型施設入所者であること（年令  歳） 

□ Ⅳ 特定入所障害児食費等給付費に関する認定（医療型施設は除く） 
  下記のいずれにもあてはまるため、特定入所障害児食費等給付費を申請します。 

〈施設を利用する方が 20 歳以上の場合〉    
１．施設入所者であること（年齢  歳）   
２．市町村民税非課税世帯の者               

〈施設を利用する方が 20 歳未満の場合〉 
１．施設入所者であること（年令  歳） 
 

申 

請 

す 

る 

減 

免 

の 

種 

類 
 

□  Ⅴ 生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置、特例補足給付）に関する認定 
生活保護への移行予防措置（□定率負担減免措置 □特例補足給付）を申請します。 

    ＊福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。 

(裏面)

�

�

�

�
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世帯状況世帯状況世帯状況世帯状況・・・・収入収入収入収入・・・・資産等申告書資産等申告書資産等申告書資産等申告書    
 

児童相談所長 殿 
 
申告年月日     年  月  日 
申告者（保護者）住所 

（保護者）氏名 
 
次のとおり申告します。 
１ 世帯の状況等について □住民票と同じ  
 

     
氏     名  

 
生 年 月 日 

 
本人との関係 

 
 申 請 者     

   

 
  世 帯 主     

   

    
 

   世 帯 員       
 

 

 
２ 申請者の収入の状況について 
   個別減免・補足給付を申請しない場合…①、②、③のみ記入 
           〃 申請する場合…全て記入 
 (1)合計所得金額の状況 

合計所得金額 円 ① 
(2)収入等の状況 
収入（Ａ）（年収） 
区分 種 類 収入額 

障害年金等（障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害給付金、
障害を事由に支給される労災による年金等、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共
済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等）（②） 円 
特別児童扶養手当等（特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、
特別児童扶養手当）（③） 円 
工賃等収入 円 

稼
得
等
収
入 

その他の収入（        ） 円 
仕送り収入 円 
不動産等による家賃収入 円 

そ
の
他 

収
入 

その他の収入（        ） 円 
必要経費（Ｂ） 

種   類 内 容 金 額 
 円 

租   税 
 円 
 円 

社会保険料 
 円 

 

 

 （裏面に続く） 

※障害児施設等軽減を申請する場合 
  生計中心者住所 
     〃 氏名 

付表
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３ 申請者の資産等について（個別減免、障害児施設等軽減を申請する場合） 

種  類   有無 内 容 

申請者名義の預貯金等   有・無 

 
□一定の親族のための居
住用不動産に該当する 

申請者名義の不動産等 有・無 
 

□一定の親族のための居
住用不動産に該当する 

その他の資産 有・無  

＊個別減免の場合については、利用者が20歳以上の場合に上記に本人の状況を記載。  

   

 
４ 生計中心者の資産等について（障害児施設等軽減を申請する場合） 
  

種 類   有無 内 容 

生計中心者名義の 
預貯金等 

  有・無 

 
 

□一定の親族のための居
住用不動産に該当する 生計中心者名義の 

不動産等 
有・無 

 
□一定の親族のための居
住用不動産に該当する 

その他の資産 有・無  

 

 
申請書提出者 □申請者(保護者)  □申請者本人以外（下の欄に記入） 
 フリガナ  

氏  名                   
申 請 者 
との関係 

 

住  所 
〒                   

       
電話番号 

 

（記入上の注意） 

 １．収入のうち証明書等があるものは、この申請書に必ず添付して下さい。 

  ２．書ききれない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付して下さい。 

  ３．不実の申告をした場合、関係法令により処罰される場合があります。 
 

(裏面)
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（障害児施設給付費 障害児施設医療費）支給変更申請書兼 

利用者負担額減額・免除等変更申請書 

 
児童相談所長 殿 

 
次のとおり申請します。 
               

申請年月日     年  月  日 

フリガナ  
生年月日     年  月  日 

氏  名 
             

              受給者証番号           
申

請

者 
居 住 地 

〒 

                   電話番号 

フリガナ  
生年月日    年  月  日 

支給申請に係る 

障 害 児 氏 名 

 

続 柄  
身体障害者 
手帳番号 

 
療育手帳 
番  号 

 
精神障害者保健
福 祉 手 帳 番 号  

変更の理由  

 

障害福祉サービス 

利用中のサービスの種類と内容等 
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況 

障害児施設支援 

利用中の施設支援の種類・内容等 

申請する支援の種類・申請に係る具体的内容 

□知的障害児施設 □第１種自閉症児施設 □第２自閉症児施設 

□知的障害児通園施設 □盲児施設 □ろうあ児施設 

□難聴幼児通園施設 

 

□肢体不自由児施設 

 （入所・通所） 

□肢体不自由児療護施設 

種

類 

□肢体不自由児通園施設 □重症心身障害児施設 

 
□指定医療機関 

（重症心身障害児・肢体不自由児） 

変
更
を
申
請
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
等 

障 

害 

児 

施 

設 

給 

付 

費 具

体

的

内

容 

 

 

様式第15号の６ (第18条の３関係)
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世帯状況世帯状況世帯状況世帯状況・・・・収入収入収入収入・・・・資産等申告書資産等申告書資産等申告書資産等申告書    
 

児童相談所長 殿 
 
申告年月日     年  月  日 
申告者（保護者）住所 

（保護者）氏名 
 
次のとおり申告します。 
１ 世帯の状況等について □住民票と同じ  
 

     
氏     名  

 
生 年 月 日 

 
本人との関係 

 
 申 請 者     

   

 
  世 帯 主     

   

    
 

   世 帯 員       
 

 

 
２ 申請者の収入の状況について 
   個別減免・補足給付を申請しない場合…①、②、③のみ記入 
           〃 申請する場合…全て記入 
 (1)合計所得金額の状況 

合計所得金額 円 ① 
(2)収入等の状況 
収入（Ａ）（年収） 
区分 種 類 収入額 

障害年金等（障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害給付金、
障害を事由に支給される労災による年金等、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共
済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等）（②） 円 
特別児童扶養手当等（特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、
特別児童扶養手当）（③） 円 
工賃等収入 円 

稼
得
等
収
入 

その他の収入（        ） 円 
仕送り収入 円 
不動産等による家賃収入 円 

そ
の
他 

収
入 

その他の収入（        ） 円 
必要経費（Ｂ） 
種   類 内 容 金 額 

 円 
租   税 

 円 
 円 

社会保険料 
 円 

 

 

 （裏面に続く） 

※障害児施設等軽減を申請する場合 
  生計中心者住所 
     〃 氏名 

付表
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３ 申請者の資産等について（個別減免、障害児施設等軽減を申請する場合） 

種  類   有無 内 容 

申請者名義の預貯金等   有・無 

 
□一定の親族のための居
住用不動産に該当する 

申請者名義の不動産等 有・無 
 

□一定の親族のための居
住用不動産に該当する 

その他の資産 有・無  

＊個別減免の場合については、利用者が20歳以上の場合に上記に本人の状況を記載。  

   

 
４ 生計中心者の資産等について（障害児施設等軽減を申請する場合） 
  

種 類   有無 内 容 

生計中心者名義の 
預貯金等 

  有・無 

 
 

□一定の親族のための居
住用不動産に該当する 生計中心者名義の 

不動産等 
有・無 

 
□一定の親族のための居
住用不動産に該当する 

その他の資産 有・無  

 

 
申請書提出者 □申請者(保護者)  □申請者本人以外（下の欄に記入） 
 フリガナ  

氏  名                   
申 請 者 
との関係 

 

住  所 
〒                   

       
電話番号 

 

（記入上の注意） 

 １．収入のうち証明書等があるものは、この申請書に必ず添付して下さい。 

  ２．書ききれない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付して下さい。 

  ３．不実の申告をした場合、関係法令により処罰される場合があります。 
 

(裏面)
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（障害児施設給付費  障害児施設医療費）支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 
文 書 番 号 

    年   月   日 
 

 
 
         児童相談所長 
 

   

  年  月  日に申請のありました（（障害児施設給付費 障害児施設医療費）の支給）（及び）           
（利用者負担額減額・免除等）について、児童福祉法第24条の2の規定に基づき下記のとおり決定し、受給
者証を交付しますので通知します。 

 
記 

受 給 者 証 
番     号 

          
給付決定保護者 
氏  名 

 

支 給 決 定 日  
支給決定に係る 
障 害 児 氏 名 

 
 

負 担 上 限 月 額 （ 障 害 児 施 設 給 付 費 ） 
 
 

  
 円 

 
 

 
特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 給 付 費 
 

 
 
日額    円 

 
 適用期間 

 

 
 
   

 

サ ー ビ ス の 種 類 支援の内容     有 効 期 間 

   

 

負 担 上 限 月 額 （ 障 害 児 施 設 医 療 費 ） 
 

円 
 

 

食 費 上 限 月 額         円 

  
 適用期間 
 

 

公費負担者 
番   号 

        公費受給者番号         

 
 
備考 本決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、
福岡県知事に審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６ヶ月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの訴えを提起
することもできます。 

    なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があったこ
とを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に提起することができます。 
   

 問い合わせ先 
児童相談所   住所      電話番号 

 〒   -     
  市（町・村） 
 
                   様 

印 

様式第15号の７ (第18条の３関係)
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（障害児施設給付費 障害児施設医療費）支給変更決定通知書兼 

利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 

文 書 番 号 

       年   月   日 

 

 

 

           児童相談所長 

                         

      

 年  月  日に申請のありました（（障害児施設給付費 障害児施設医療費）の支給変更）（及
び）（利用者負担額減額・免除等の変更）について、児童福祉法第 24条の 2の規定に基づき下記の
とおり決定し、通知します。 

記 

受 給 者 証 番 号            

給 付 決 定 保 護 者 

氏         名 
 

支給決定に係る
障害児氏名

 

 

変 更 年 月 日  

変更後のサービスの種
類、内容 

 

変 更 後 の 負 担 上 限 月 額                   円 

変更後の特定入所障害児食費等給付費        日額         円 

変 更 の 理 由  

 

負担上限月額（障害児施設医療費）                  円 

公費負担者番号         公費受給者番号         

 

受給者証を  児童相談所に提出してください。ただし、既に受給者証を提出されている 

方は不要です。 

 提出先   児童相談所    住所            電話番号 

  提出期限     年  月  日 

 

備考 本決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 60

日以内に、福岡県知事に審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知っ
た日の翌日から起算して６ヶ月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）
この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

    なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決
があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に提起することができます。 

   

 

 問い合わせ先 

児童相談所  住所        電話番号 

 

 

 〒   －     

   市（町村） 

                  様 印

様式第15号の８ (第18条の３関係)
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 却下決定通知書 

文 書 番 号 
     年   月   日 
 

 
 

                  児童相談所長      

 
 

年  月  日に申請された（障害児施設給付費の支給（及び）（利用者負担額減

額・免除等）については、下記の理由により却下することに決定しましたので通知し

ます。 

 
記 

 

1 申請事項 
 
 
 
 

2 却下の理由 
 

 
 
 
 
備考 本決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起 

算して 60 日以内に、福岡県知事に審査請求をすることができます。また、この決定が 
あったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に福岡県を被告として（代表者 
は福岡県知事となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

    なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対 
する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に提起することがで 
きます。 
 
問い合わせ先 

児童相談所    住所        電話番号 
 
 
 
 
 

印 

 〒   -     
  市（町・村） 
 
                様 

様式第15号の９ (第18条の３関係)
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様
式
第
15号
の
10（
第
18条
の
3関
係
）
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様
式
第
15号

の
10(裏

面
)(第

18条
の
3関
係
)

１
 
 こ
の
証
は
、
各
面
を
よ
く
読
ん
で
大
切
に
持
っ
て
い
て
く
だ

さ
い
。

 

２
 
 指
定
施
設
支
援
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
証

を
指
定
施
設
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
 
指
定
施
設
支
援
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
指
定
施

 
設
支
援
に
要
し
た
費
用
（
食
費
、
光
熱
水
費
等
を
除
く
。）
の
１

割
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
証
の
二
面
の
負
担
上
限
月
額
欄
に
記

載
さ
れ
た
金
額
が
一
月
当
た
り
の
上
限
に
な
り
ま
す
。（
※
個
別

減
免
等
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
減
免
後
の
額
が
表
示
さ
れ

て
い
ま
す
。）

 

  
 ま
た
、
食
事
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
特
定

入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
欄
に
記
載
す
る
額
を
一
日
当
た
り

の
上
限
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

 

４
 
 負
担
上
限
月
額
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
に
つ

い
て
は
、
毎
年
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
収
入
等
に
応
じ
て
決

定
し
ま
す
の
で
、
所
定
の
時
期
に
、
こ
の
証
と
認
定
に
必
要
な

関
係
書
類
を
都
道
府
県
等
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

５
 
 給
付
決
定
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
障
害
児
施
設
給
付
費

の
支
給
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
給
付
決
定
期
間
を
経
過
す

る
前
に
都
道
府
県
等
に
こ
の
証
を
添
え
て
、
障
害
児
施
設
給
付

費
の
支
給
の
再
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

６
 
 こ
の
証
の
一
、
二
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、

１
４
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
都
道
府
県
等
に
そ
の
旨

を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

 

７
 
 給
付
決
定
期
間
内
に
、
居
住
地
を
他
の
都
道
府
県
等
の
区
域

に
移
す
と
、
こ
の
証
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。

 

 
  
居
住
地
を
移
そ
う
と
す
る
場
合
は
、
事
前
に
、
こ
の
証
を
交

付
し
た
都
道
府
県
等
に
ご
連
絡
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

 
 
 
 ま
た
、
給
付
決
定
期
間
内
に
、
他
の
都
道
府
県
等
の
区
域
に

居
住
地
を
移
し
た
と
き
は
、
１
４
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え

て
、
こ
の
証
を
交
付
し
た
都
道
府
県
等
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

８
 
 こ
の
証
を
破
損
し
た
り
、
汚
し
た
り
又
は
紛
失
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
届
け
出
て
、
再
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

 

 
  
ま
た
、
再
交
付
を
受
け
た
後
、
紛
失
し
た
こ
の
証
を
発
見
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
都
道
府
県
等
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。

 

９
 
受
給
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
証
を

都
道
府
県
等
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。

 

1
0

 
 不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
関
係
法
令
に
よ
り
処
罰

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 

1
1
 
 施
設
給
付
決
定
の
内
容
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
指
定
施
設

支
援
に
つ
い
て
は
、
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
は
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

 

様
式
第
15号
の
10
(裏
面
)
(第
18条
の
3関
係
)
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7
4
0

0
1
3

フ
リ
ガ
ナ

居
住
地

フ
リ
ガ
ナ

氏
　
　
　
名

フ
リ
ガ
ナ

氏
　
　
　
名

被
保
険
者
証
の

記
号
及
び
番
号

障害児

月
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

月
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

生
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

保
険
者
名

及
び
番
号

障
害
児
施
設
医
療

（
食
事
療
養
を
除
く
）

負
担
上
限
月
額

食
事
療
養

適
用
期
間

交
付
年
月
日

  　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

     年
 　
月
　
 日
　
か
ら
    　

 年
 　
月
 　
日
　
ま
で

支
給
都
道
府
県

又
は
市
の
名
称

及
び
印

施設給付決定保護者

障
害
児
施
設
医
療
受
給
者
証

公
費
負
担
者
番
号

9
6

公
費
受
給
者
番
号

注
意
事
項
欄

生
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

※
　
・
利
用
者
負
担
額
は
、
毎
年
７
月
に
見
直
し
ま
す
。

　
　
・
世
帯
状
況
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
証
を
添
え
て

　
　
児
童
相
談
所
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

１ この証は、各面をよく読んで大切に持っていてください。 

２ 障害児施設医療を受けようとするときは、必ずこの証に医療保険の被保険者証を添えて、指定障害児施設等に 提

示してください。 

３ 障害児施設医療の負担上限月額はこの証の負担上限月額欄に記載された金額が一月当たりの上限になります。（※

医療型個別減免等の認定を受けた場合には減免後の額が表示されています。） 

４ 障害児施設医療の負担上限月額は毎年施設給付決定保護者等の収入等に応じて決定しますので、所定の時期に 、

この証と認定に必要な関係書類を都道府県知事等に提出してください。 

５ 給付決定期間を経過したときは、障害児施設医療費の支給を受けられませんので、給付決定期間を経過する前に

都道府県等にこの証を添えて、障害児施設給付費の支給の再申請をしてください。 

６ この証の記載事項に変更があったときは、１４日以内に、この証を添えて、都道府県等にその旨を届け出てくだ

さい。 

７ 給付決定期間内に、居住地を他の都道府県等の区域に移すと、この証は使えなくなります。 

  居住地を移そうとする場合は、事前に、この証を交付した都道府県等にご連絡、ご相談ください。 

また、給付決定期間内に、他の都道府県等の区域に居住地を移したときは、１４日以内に、この証を添えて、 こ

の証を交付した都道府県等に届け出てください。 

８ この証を破損したり、汚したり又は紛失したときは、速やかに届け出て、再交付を受けてください。 

また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発見したときは、速やかに、都道府県等に返してください。 

９ 受給者の資格がなくなったときは、直ちに、この証を都道府県等に返してください。 

10 不正にこの証を使用した者は、関係法令により処罰されることがあります。 

様
式
第
15号
の
11
(第
18条
の
３
関
係
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支給決定取消通知書 

文 書 番 号  

     年   月   日 

  

 

 

 

                 児童相談所長      

 

児童福祉法第２４条の４第１項の規定により、下記のとおり支給決定を取り消しましたので通知
します。 

記 

 

受 給 者 証 

番    号 
        

給付決定保護者

氏 名  

支給決定取消日  
支給決定に係る
障 害 児 氏 名

 

 

取 消 理 由  

 

受給者証を  児童相談所に返還してください。ただし、既に受給者を提出されて
いる方は不要です。 

 

返 還 先    児童相談所      住所 

電話番号 

 

 返還期限      年  月  日 

 

 

 

 

備考 本決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日か 

ら起算して６０日以内に、福岡県知事に審査請求をすることができます。また、
この決定があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に福岡県を被告
として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの訴えを提起するこ
ともできます。 

     なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求
に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に提起する
ことができます。 

 

 問い合わせ先 

児童相談所    住所        電話番号 

 

印

 〒   -     

  市（町・村） 

 

                 様 

様式第15号の12 (第18条の３関係)
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申請内容変更届出書 
 

児童相談所長 殿   

 

  年  月  日 

 

次のとおり変更がありましたので届け出ます。 

フリガナ  

申 請 者   

生年 
月日 

    年  月  日 

居 住 地 

〒                      
 
 

電話番号 

フリガナ  続柄  

支給決定に係る
障 害 児 氏 名  

生年
月日 

  年  月  日 

 
届出書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入） 
 フリガナ  

氏  名                     
本人と 
の関係 

 

住  所 
〒 
                   

電話番号 
 

支給決定申請者
等に関すること 

①氏名 ②居住地 ③連絡先 

利用者である児
童に関すること 

④氏名 ⑤居住地 ⑥連絡先 ⑦保護者との関係  
変更事項 
（該当に○を
して下さい。） 

そ の 他  

変更前  

変更内容 

変更後  

※変更した内容を証する書類を添付すること。 

様式第15号の13 (第18条の３関係)
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受給者証再交付申請書 
 

児童相談所長 殿   

 

  年  月  日 

 

受給者証の再交付について申請します。 

フリガナ  

申 請 者   

生年 
月日 

   年  月  日 

居 住 地 

〒                      
 
 

電話番号 

フリガナ  続柄  

支給決定に係る
障 害 児 氏 名  

生年
月日 

  年  月  日 

 
支援の内容 
 

 
 
 

受給
者証
番号 

 
 
 

 
申請書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入） 
 フリガナ  

氏  名  
                   本人と 

の関係 

 

住  所 
〒 
                   

電話番号 
 

申請の理由 

 

※従前使用していた受給者証を添付すること。（紛失を除く。） 

様式第15号の14 (第18条の３関係)
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高額障害高額障害高額障害高額障害児施設給付児施設給付児施設給付児施設給付費費費費    支給申請書支給申請書支給申請書支給申請書    

            福岡県知事 殿  

 次のとおり関係書類を添えて高額障害児施設給付費の支給を申請します。 

申請年月日     年  月  日 
フリガナ  

①障害者自立支援法 ②児童福祉法 ③介護保険法 

制 度 受給者証番号又は被保険者証番号 申請者氏名  
           
           

生 年 月 日        年  月  日 
           

 居 住 地 〒                       電話番号 

フリガナ  続  柄  
支給決定に係る

障害児氏名 
 生年月日   年  月  日 

サービス利用月の世帯における対象費用の支払合計額  

サービス利用月の申請者の対象費用の支払合計額  

申請に係
るサービ
ス利用月 

   年  月分 

①障害者自立支援法 ②児童福祉法 ③介護保険法 
氏    名 生年月日 

制 度 受給者証番号又は被保険者証番号 
           
             
           
           
             
           
           
           

同
一
世
帯
に
属
す
る
他
の 

支
給
決
定
障
害
者
等   

           

（注１） 支払額を証する領収書を添付してください。 
（注２） 世帯範囲の特例の適用を受けている場合は、その世帯範囲で申請してください。 
（注３） 申請者と同一世帯の他の支給決定障害者等全員分の申請書を併せて提出してください。 

 
高額障害児施設給付費等を下記の口座に振り込んで下さい。 

種目 口座番号 銀行    
信用金庫  
信用組合  

 本店   
支店   
出張所  

金融機関コード 店舗コード 
       

１普通預金 
２当座預金 
３その他 

       

ﾌﾘｶﾞﾅ  

口 座 振 替 
依 頼 書 

口座名義人  

申請書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入） 
 フリガナ  

氏  名                     
申 請 者 
との関係 

 

住  所 
〒                   

電話番号 

様式第15号の15 (第18条の４関係)
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高額障害高額障害高額障害高額障害児児児児施設給付費施設給付費施設給付費施設給付費支給支給支給支給（（（（不支給不支給不支給不支給））））決定通知書決定通知書決定通知書決定通知書    

 
文 書 番 号 

  年  月  日 
         

  

         福岡県知事       印 

  年  月  日に申請のありました高額障害児施設給費費については、下記のとおり決定
しましたので通知します。 
 

記 
支 給 決 定 
保護者氏名 

 受給者 
証番号 

          

支 給 決 定 に 

係る障害児氏名 
  

 

受付年月日 年  月  日 決 定 年 月 日 年  月  日 

本人支払額 円 
申 請 に 係 る 
サービス利用月 

円 

支 給 □する   □しない 支 給 金 額  

不支給の理由  

 

支払方法（口座払い） 
      振 込 先                            

金融機関  

口座種目  
 

口座番号        

      

 

口座名義人  

     

 

 

不服申立て及び取消訴訟 
１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内
に福岡県知事に対し異議申立てをすることができます。 
２ また、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算
して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）、提起することができま
す。なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後（次の(1)から(3)まで
のいずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することができません。 
(1) 異議申立てがあった日から３か月を経過しても決定がないとき。 

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
(3) その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 
問い合わせ先  
   福岡県障害者福祉課 福岡県福岡市博多区東公園７番７号  電話番号 

 〒   -     

  市（町・村） 

 

                  様 

様式第15号の16 (第18条の４関係)
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　申請者 所在地
（設置者） 名　称

代表者

 

      

 

    

様式第15号の17 (第18条の５関係)
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付表１－１ 知的障害者施設支援の指定に係る記載事項
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付表１－２ 知的障害者施設支援の指定に係る記載事項
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付表２ 知的障害児通園施設支援の指定に係る記載事項
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付表３ 盲ろうあ児施設支援の指定に係る記載事項
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3

付表４－１ 肢体不自由児施設支援の指定に係る記載事項
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付表４－２ 肢体不自由児施設支援の指定に係る記載事項
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付表５ 重症心身障害児施設支援の指定に係る記載事項
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様式第15号の18 (第18条の５関係)
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様式第15号の19 (第18条の５関係)



様
式
第
二
十
一
号

(

そ
の
一)

中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

様
式
第
二
十
八
号
中

｢吏
員
｣

を

｢職
員
｣

に
改
め
、｢

(児
童
福
祉
司
)｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
三
十
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
二
号

福
岡
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
河
川
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中

｢

建
設
省
令
、
建
設
省
告
示
等｣

を

｢

国
土
交
通
省
令
、
国
土
交
通
省
告
示
等｣

に
改
め

る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

管
理
河
川

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川

(

法
第
九
条
第
五
項
の

規
定
に
基
づ
き
指
定
都
市
の
長
が
管
理
す
る
河
川
の
区
間
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

及
び
法
第
五

条
第
一
項
の
二
級
河
川

(

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
都
市
の
長
が
管
理
す
る
河
川

の
区
間
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

を
い
う
。

第
二
条
第
二
号
中

｢

、
河
川
工
事
事
務
所
長｣

を
削
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条

削
除

第
五
条
の
見
出
し
中

｢

、
保
管
及
び
閲
覧｣

を

｢

及
び
保
管｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

次
の
表

に
掲
げ
る｣

を

｢

別
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
項
の
表
及
び
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢
(

以
下

｢

他
の
工
作
物｣

と
い
う
。)

｣

を
削
り
、

｢

様
式
第
二
号｣

を

｢

様

式
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

行
な
お
う
と｣

を

｢

行
お
う
と｣

に
、

｢

様
式
第
五
号｣

を

｢

様
式
第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢
(

様
式
第
六
号)

｣

を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

様
式
第
七
号｣

を

｢

様
式
第
三
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

行
な
わ
れ
た

｣

を

｢

行
わ
れ
た｣

に
、｢

な
つ
た｣

を

｢

な
っ
た｣

に
改
め
、

｢
(

様
式
第
八
号)｣

を
削
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条

削
除

第
十
二
条
中

｢

第
十
六
条
の
八
及
び
前
条｣

を

｢

第
十
六
の
三
及
び
第
十
六
条
の
八｣

に
改
め
、｢

次
の
表
に
掲
げ
る｣

を
削
り
、
同
条
の
表
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

河
川
工
作
物
完
成
検
査
申
請
書

(

様
式
第
十
六
号)｣

を

｢

河
川
許
可
工
作

物
完
成
検
査
申
請
書

(

様
式
第
四
号)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

河
川
工
作
物
完
成
検
査
結
果
通

知
書

(

様
式
第
十
七
号)

｣

を

｢

河
川
許
可
工
作
物
完
成
検
査
結
果
通
知
書｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項

中

｢

河
川
工
作
物
一
部
使
用
に
関
す
る
通
知
書

(

様
式
第
十
八
号)

｣

を

｢

河
川
許
可
工
作
物
一
部
使

用
に
関
す
る
承
認
書｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
中

｢

行
な
わ
な
い｣

を

｢

行
わ
な
い｣

に
、

｢

行
な
わ
な
く
な
つ
た｣

を

｢

行
わ
な

く
な
っ
た｣

に
、

｢

様
式
第
十
八
号
の
二｣

を

｢

様
式
第
五
号｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
六
条｣

を

｢

第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
、｢

河
川
工
作
物
の
用
途
廃

止
届

(

様
式
第
十
九
号)

｣

を

｢

河
川
許
可
工
作
物
の
用
途
廃
止
届

(

様
式
第
六
号)

｣

に
改
め
、
同

条
第
二
項
中

｢

な
つ
た｣

を

｢

な
っ
た｣

に
改
め
、

｢
(

様
式
第
二
十
号)

｣

を
削
る
。

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で

削
除

第
十
七
条
の
二
中

｢
(

様
式
第
二
十
二
号
の
二)

｣

を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中

｢

次
長
、｣

を

｢

副
所
長
並
び
に｣

に
、

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号

ロ
及
び
第
三
号
ハ｣

を

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ヲ
及
び
第
五
号
ニ｣

に
、｢

も
つ
て｣

を

｢

も
っ
て｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

使
員｣

を

｢

職
員｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
中

｢
(

様
式
第
二
十
三
号)

｣

を
削
る
。

第
二
十
条
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中

｢
あ
つ
た｣

を

｢

あ
っ
た｣

に
、

｢

す
み
や
か
に｣

を

｢

速
や
か
に｣

に
改
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め
る
。

第
二
十
二
条
中

｢

別
表
二｣

を

｢

別
表｣

に
、

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

(

雑
則)

第
二
十
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
の
様
式
そ
の

他
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

別
表
二
を
削
り
、
別
表
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別表 (第22条関係)

種 別 区 分 根拠規定 写しの部数

１ 流水占

用に係る

もの

一級河川の指定区間に係る流水占用で､ 次に掲げるもの (準特定水利使

用という｡ ) の許可申請書

(１) 取水量が､ １日につき最大1,200立方メートル又は給水人口が５千人

以上の水道のためにするもの

(２) 取水量が､ １日につき最大1,200立方メートル以上の鉱工業用水道の

ためにするもの

(３) 取水量が､ １秒につき最大0.3立方メートル以上又はかんがい面積が

100ヘクタール以上のかんがいのためにするもの

法第23条

法第79条

施行令第45

条

８部

二級河川に係る流水占用で､ 次に掲げるもの (特定水利使用) の許可申

請書

(１) 発電のためにするもの

(２) 取水量が､ １日につき最大2,500立方メートル以上又は給水人口が１

万人以上の水道のためにするもの

(３) 取水量が､ １日につき最大2,500立方メートル以上の鉱工業用水道の

ためにするもの

(４) 取水量が､ １秒につき最大１立方メートル以上又はかんがい面積が

300ヘクタール以上のかんがいのためにするもの

法第23条

法第79条

８部

その他の流水占用の許可申請書 法第23条 ３部

２ 流水占

用以外の

許可に係

るもの

土地の占用許

可申請書

土木事務所長の委任事項に係るもの 法第24条 １部

その他の占用 ２部

土石等の採取

許可申請書
法第25条 １部

工作物の新築

､ 改築､ 除却

等許可申請書

土木事務所長の委任事項に係るもの 法策26条 １部

その他の工作物の新築及び改築 ２部

土地の掘さく等許可申請書 法第27条 １部

河川流送許可申請書 施行令第16

条の３

１部

物件の洗浄及び堆積等許可申請書 施行令第16

条の８

１部

３ その他

のもの

前記以外のもの 2部



様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号 (第６条関係)

河川兼用工作物設置協議書

年 月 日

河川管理者

福岡県知事 殿

協議者 住 所

氏 名 (印)

福岡県河川法施行細則 (昭和43年福岡県規則第22号) 第６条の規定に基づき

市 区

町 大字 字 番地先の 級河川 川の河川管理施設 を に兼用したいので､

郡 村

別紙 ｢河川兼用工作物管理協定書｣ のとおり協議します｡
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様式第２号 (第８条関係)

河川出願工事承認申請書

年 月 日

河川管理者

福岡県知事

殿

福岡県 土木事務所長

申請者 住 所

氏 名 (印)

河川法 (昭和39年法律第167号) 第20条の規定に基づき､ 下記のとおり河川工事 (河川の維持) を施行したいので､

承認申請します｡

記

区 分 内 容

河川工事又は河川の維持を

行う目的

河川工事又は河川の椎持を

行う場所

市 区

町大字 字 番地先

郡 村

左

級河川 川 岸

右

河川工事又は河川の維持を

行う方法

河川工事の設計又は河川の

維持の実施計画

河川工事又は河川の維持の

費用負担の方法
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様式第３号 (第９条関係)

河川工事に伴う損失補償請求 (要求) 書

年 月 日

河川管理者

福岡県 土木事務所長 殿

請求 (要求) 者 住 所

氏 名 (印)

市 区 左

町大字 字 番地先の 級河川 川 岸の河川工事により､ 下記のとおり墳失を受けたの

郡 村 右

で､ 河川法 (昭和39年法律第167号) 第21条第１項の規定に基づきその補償を請求又は工事を要求します｡

記

区 分 内 容

受けた損失に係る河川工事の概要

損失を受けた物件の所在地及び物件名

損失の事実

損失補償請求額又は要求工事

損失補償の見積額又は要求工事の内訳

補償請求又は要求の理由
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様式第４号 (第13条関係)

河川許可工作物完成検査申請書

年 月 日

河川管理者

福岡県知事

殿

福岡県 土木事務所長

申請者 住 所

氏 名 (印)

河川法 (昭和39年法律167号) 第30条第１項の規定に基づき､ 工事完成検査を受けたいので､ 下記により申請します

｡

記

区 分 内 容

河川の名称 級河川 川

工作物の所在

市 区
町大字 字 番地先

郡 村
左

級河川 川 岸１号地内又２号地内若しくは３号地内
右

工作物の名称又は種類

工作物の構造又は能力

工作物の使用開始の予定年

月日
年 月 日

河川法第26条の許可申請書

及び許可書の写

添付書類 工作物の工事に関連する他の工事の実施状況
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様式第５号 (第13条の２関係)

土 地 返 還 届

年 月 日

河川管理者

福岡県 土木事務所長 殿

届出人 住 所

氏 名 (印)

年 月 日付け 第 号による河川法 (昭和39年法律167号) 第24条の許可に基づき占用した下記の土

地については返還します｡

記

区 分 内 容

河川の名称

占用の目的及び形態

占用の場所

占用に係る土地の面積 ㎡

許可の期限 年 月 日

土地の返還の理由
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様式第６号 (第14条関係)

河川許可工作物の用途廃止届

年 月 日

河川管理者

福岡県知事

殿

福岡県 土木事務所長

届出人 住 所

氏 名 (印)

年 月 日付けをもって河川法 (昭和39年法律第167号) 第26条の許可を受けた下記の工作物については､

その用途を 年 月 日から廃止しましたので､ 同法第31条第１項の規定に基づき届け出ます｡

記

区 分 内 容

河川の名称 級河川 川

工作物の所在

市 区
町大字 字 番地先

郡 村
左
川 岸 号地内
右

工作物の名称又は種類

用途廃止の理由

河川法第26条の許可書の写 別添写しのとおり

備考



様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
砂
利
採
取
計
画
等
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成
十
九
年
五
月
三
十
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
三
号

福
岡
県
砂
利
採
取
計
画
等
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
砂
利
採
取
計
画
等
に
関
す
る
細
則

(
昭
和
四
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中

｢

あ
つ
た｣

を

｢

あ
っ
た｣

に
、

｢
自
か
ら｣

を

｢

自
ら｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢
(

様
式
第
一
号)

｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢
(

様
式
第
二
号)

｣

を
削
り

、
同
条
第
三
項
中

｢
(

様
式
第
三
号)

｣

を
削
る
。

第
四
条
中

｢
(

様
式
第
四
号)

｣

を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢
(

様
式
第
五
号)

｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

行
な
つ
た｣

を

｢

行
な
っ
た

｣

に
改
め
、

｢
(

様
式
第
六
号)

｣

を
削
る
。

第
六
条
中

｢

取
消
し｣

を

｢

取
り
消
し｣

に
改
め
、

｢
(

様
式
第
七
号)

｣

及
び

｢
(

様
式
第
八
号

)
｣

を
削
る
。

第
七
条
中

｢
(

様
式
第
九
号)

｣

を
削
り
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中

｢

あ
つ
た｣

を

｢
あ
っ
た

｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

｢

し
な
か
つ
た｣

を

｢

し
な
か
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

様
式
第
十
号｣

を

｢

別
記
様
式｣

に
改
め
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

雑
則)

第
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
よ
り
受
付
す
る
書
類
の
様
式
そ
の
他
必
要

な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式 (第８条関係)

第 号

年 月 日

福岡県知事

河川管理者

福岡県 土木事務所長

福岡県 土木事務所長

市 (町村) 長 印

砂利採取に伴う災害防止措置要請書

当市 (町村) における下記の砂利採取計画は､ 次のような事情にあるため災害が発生するおそれがありますから､ 必

要な防止措置を講じられるよう砂利採取法 (昭和43年法律第74号) 第37条第１項の規定に基づき要請します｡

記

１ 採取計画認可申請者又は認可を受けた者の氏名

２ 採取場の所在地

３ 要請を行う事情

４ 必要な防止措置の方法
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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